
（農林水産省29－⑭）

基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

‐ 31.6% 33.7% 35.8% 37.9%

‐ 28.3% 30.4%

‐ 40.0% 42.5% 45.0% 47.5%

‐ 38.0% 40.2%

施策（１） 多面的機能の発揮（注3）を促進するための取組

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

ア 平成26年度

　集落において高齢化や人口減少が進行する中で、小規模な農家や兼業農家、高齢者、地域住民等も含め、地域全体でのコミュニティ機能の発揮等により、地域の共同活動を通じて営まれる農地等の資源の維持・継承、住みやすい生活
環境の実現に向けた取組を推進する。

政策の概要
【施策の概要】

食料・農業・農村基本計画（平成27年３月31日）
　第３　３　（１）多面的機能支払制度の着実な推進、地域コミュニティ機能の発揮等による地域資源の維持・継承等

我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画（平成23年10月25日）
　Ⅲ　戦略６　（１）地震・津波などを想定した農林漁業・関連産業等の見直し

土地改良長期計画（注1）（平成28年8月24日閣議決定）
　第３　３　（２）　政策目標３　ア　①農村協働力を活かした地域資源の保全管理体制の強化
              　　　  政策目標４　ア　①農村の生活基盤の効率的な保全管理

社会資本整備重点計画（注2）（平成27年9月18日）

農林水産業・地域の活力創造プラン（平成28年11月29日）
　Ⅲ　７.　⑦　鳥獣被害対策の推進

攻めの農林水産業推進本部とりまとめ（重点事項）（平成25年12月）
　４.　重点事項10　⑩鳥獣害対策

農林水産業・地域の活力創造本部（第21回）（平成29年５月23日）
　資料７　ジビエ利用拡大に関する対応方針

未来投資戦略2017（平成29年６月９日閣議決定）
　第１ Ⅲ　地域経済好循環システムの構築
　第２ Ⅲ ２． （２） ⅱ） ⑥　ジビエの利活用の促進等

経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年６月９日閣議決定）
　第２章 ４． （４） ①　地域活性化に向けた取組

政策評価
実施予定時期

平成31年８月

基準値 目標値

政策に関係する内閣の重要政策

農村の振興（産業、農村機能）

目標①
【達成すべき目標】

農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の増加及び地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の割合の増加

平成29年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

地域コミュニティ機能の発揮等による地域資源の維持・継承等 担当部局名
農村振興局
　【農村振興局地域振興課/農村環境課/農地資源課/地域整備課】

　集落において高齢化や人口減少が進行する中で、小規模な農家や兼業農家、高齢者、地域住民等も含め、地域全体
でのコミュニティ機能の発揮等により、地域の共同活動を通じて営まれる農地等の資源の維持・継承、住みやすい生活環
境の実現に向けた取組を推進する。

政策評価体系上の
位置付け

測定指標

年度ごとの目標値

年度ごとの実績値
測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

　土地改良長期計画においては、地域共同活動における農業者以外の多様な人材の参画率を平成32年度までに約４割以上と
することを重点指標としており、同指標を測定指標と設定した。
　また、平成32年度に多様な人材の参画率が40%を達成するよう、毎年度一定の割合で増加することを目標として設定した。

農地・農業用水等の保全管理に係
る地域の共同活動への多様な人材
の参画率

27.4% 40.0%

　土地改良長期計画においては、持続的な広域体制の下での地域共同活動により保全管理される農地面積の割合を平成32年
度までに約５割以上とすることを重点指標としており、同指標を測定指標と設定した。
　また、平成32年度に広域的に保全管理される農地面積の割合が50%を達成するよう、毎年度一定の割合で増加することを目標と
して設定した。

平成32年度

イ
農地・農業用水等の保全管理に係
る地域の共同活動により広域的に
保全管理される農地面積の割合

35.0% 平成26年度 50.0% 平成32年度
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基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

8.0万ha 8.0万ha 8.0万ha 8.0万ha 8.0万ha

7.6万ha 7.7万ha 7.7万ha

基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

‐

23,570千
人

22,365千人

23,332千
人

22,093千人

23,097千
人

21,820千人

22,863千
人

21,547千人

‐
23,538千

人
23,263千

人

基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

‐ 60市町村 120市町村 180市町村 240市町村

‐ 202市町村 214市町村

施策（２）

農村部における人口減の抑制

21,512千人 平成37年度ア 農村部の人口減の抑制 23,811千人 平成27年度

目標①
【達成すべき目標】

　農村において、人口減少や高齢化の進行等により、集落機能が低下し、農村コミュニティが失われつつある状況にある中、農村コミュニティの維持・再生を図る。
　このため、地域コミュニティ機能を維持する観点から、地域住民が主体となった地域の将来ビジョンの策定を推進するなど支援体制の充実を図るとともに、農地の保全や農業、生活関連施設の再編などの環境整備を進める。

平成31年度‐ ‐

　高齢化や人口減少の進行が著しい中山間地域等における耕作放棄の増加が懸念される中、これらの地域における継続的な農
業生産活動等の実施による農用地面積の減少防止が、農業の有する多面的機能の確保につながることから、「中山間地域等の
農用地面積の減少防止」を目標として設定した。
　本制度の対象となり得る地域であって、未だ本制度に取り組んでいない地域における農用地面積の減少率11.6％（平成17年及
び平成22年の耕地面積の比較）に、平成26年度の本制度の実施面積68.7万ha（見込み）を乗じた８万haの農用地の減少防止を
目標とする。

集約とネットワーク化による集落機能の維持等

8.0万ha

測定指標 基準値 目標値

ア
第４期対策期間（H27～H31）にお
いて減少が防止される中山間地域
等の農用地の面積

中山間地域等の農用地面積の減少を防止

目標②
【達成すべき目標】

農業集落排水施設（注４）の再編を推進

平成32年度

測定指標

ア

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

農業集落排水施設の維持管理費の
削減目標を策定した再編計画の策
定市町村数

0市町村

目標値

　農業集落排水施設については、人口減少に伴う利用料金の上昇に対応するため、ストックの適正化に取り組む必要があることか
ら、施設の再編を推進することが必要である。
　このため、土地改良長期計画（平成28～32年度）において、農業集落排水施設を有する市町村のうち、供用人口が計画人口か
ら３割以上減少している市町村数（約300市町村）を目標値とし、平成32年度までに、維持管理費の削減目標を設定した再編計画
を策定することを目標として設定した。
　なお、各年度においては、目標を達成するために毎年度一定割合で農業集落排水施設の維持管理費の削減目標を策定した
再編計画の策定市町村数を増加させることとする。

約300市町村

基準値

　農林統計上の農業地域類型の平地農業地域、中間農業地域及び山間農業地域を合わせて農村部とし、「農村部の人口減の
抑制」を指標として設定した。
  その理由は、農村部の人口減少、高齢化、条件不利地など厳しい状況に置かれており、同地域の振興を図るためには、人口の
社会増減のみならず自然増減を考慮した施策が必要であるからである。
　目標値を平成３７年度に21,512千人とした。
　目標年度は、食料・農業・農村基本計画を踏まえて設定し、目標水準は、平成１７年度から平成27年度の農村部の人口（住民基
本台帳ベース）の対前年の平均減少率を用いて、平成27年度以降の各年度の人口（住民基本台帳ベース）を推計し、平成37年
度の人口を算出した。

年度ごとの目標値

年度ごとの実績値

年度ごとの実績値
測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

測定指標

目標②
【達成すべき目標】

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

目標値

基準値

平成27年度

当 該 年 度 基 準 値

併
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基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,000 1,090 1,120 1,150 1,180

1,012 1,093 1,154

目標①
【達成すべき目標】

測定指標 基準値
年度ごとの実績値

施策（３）

1,200
市町村

鳥獣被害対策実施隊（注5）の設置
市町村数

1,012
市町村

ア

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

鳥獣による農作物の被害の軽減

　近年の鳥獣被害の広域化・深刻化を踏まえ、また、被害防止計画の策定が一定程度進んでいる状況を踏まえ、捕獲・追い払
い、侵入防止柵の設置、放任果樹等の除去などによる生息環境管理などの地域ぐるみの総合的な被害対策の担い手である鳥獣
被害対策実施隊の設置をさらに促進する必要があることから、鳥獣被害対策実施隊を設置した市町村数を指標として選定。
　平成26年度に鳥獣被害が確認されている市町村は1,474存在しているが、27年度（27年10月末時点）において、実施隊を設置し
ている市町村は、1,012と被害発生市町村の７割に満たない状況。被害が確認されている1,474市町村数のうち、実施隊未設置市
町村であって比較的被害が大きい市町村が約190存在していることから、5年後の32年度を目標年度として、目標値を1，200市町
村と設定。
　年度ごとの目標値については、年度が進むにつれ新規設置が難しくなると考えられるため、これまでの設置数の推移等、過去の
実績を基に段階的に設定した。

平成27年度

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

平成32年度

目標値

年度ごとの目標値

　　野生鳥獣による農産物等への被害が拡大してきたが、荒廃農地の増加や集落人口の減少も一因となっており、更なる被害の深刻化、広域化を招くことが懸念されている。
　　このため、「鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、鳥獣被害対策実施隊の設置促進及び体制の強化等を推進する。

鳥獣被害対策の推進
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26年度
[百万円]

27年度
[百万円]

28年度
[百万円]

(1)
農業の有する多面的機能の発揮の
促進に関する法律
（平成27年）

‐ ‐ ‐
(1)-①-ア
(1)-①-イ
(1)-②-ア

‐

(2)
農村地域工業等導入促進法
（昭和46年）

‐ ‐ ‐
(2)-①-ア

‐

(3)

農山漁村の活性化のための定住等
及び地域間交流の促進に関する法
律
（平成19年）

‐ ‐ ‐
(2)-①-ア

‐

(4)

特定農山村地域における農林業等
の活性化のための基盤整備の促進
に関する法律
（平成5年）

‐ ‐ ‐
(2)-①-ア

‐

(5)
農山漁村電気導入促進法
（昭和27年）

‐ ‐ ‐
(2)-①-ア

‐

(6)
山村振興法
（昭和40年）

‐ ‐ ‐
(2)-①-ア

‐

(7)
特殊土壌地帯災害防除及び振興
臨時措置法
（昭和27年）

‐ ‐ ‐
(2)-①-ア

‐

(8)
鳥獣による農林水産業等に係る被
害の防止のための特別措置に関す
る法律(平成20年)

‐ ‐ ‐ (3)-①-ア ‐

(9)
多面的機能支払交付金
（平成26年度）
（主、関連：29-8,12）

48,251
(44,824)

48,251
(48,247)

48,251
(48,250)

(1)-①-ア
(1)-①-イ

0198

(10)
中山間地域等直接支払交付金
（平成12年度）
（主）

28,474
（26,666）

29,000
(25,459)

26,300
(25,664)

(1)-②-ア 0195

(11)

農山漁村振興交付金
（平成28年度）
（関連：29-
3,7,8,12,15,16,17,18,19,22）

‐ ‐

7,326
の内数
(7,011

の内数)

(2)-①-ア 0200

(12)

小水力等再生可能エネルギー導入
支援事業
（平成29年度）
（関連：29-3,12,15）

‐ ‐ ‐ (2)-②-ア 新29-0018

　農業水利施設を活用した小水力等発電の導入に係る調査設計等の取組を支援する。
　本事業内容の一つである集落排水施設効率性向上実証事業において、農業集落排水施設の省エネルギー化や汚水処理の過程で
発生するエネルギーの有効活用を図る整備技術の確立等の取組を実施することにより、農業集落排水施設の維持管理費の削減目標
を策定した再編計画の策定市町村数の向上に寄与する。

予算額計（執行額） 29年度
当初予算額

[百万円]

‐

政策手段
（開始年度）

‐

48,251

‐
　農村地域への工業等の導入並びに農業従事者の導入工業等への就業促進。
　農村地域工業等導入実施計画に基づき農村地域への企業立地を推進することにより、農村部における人口減の抑制に寄与する。

262

　傾斜地が多くまとまった平地が少ないため、生産コストが割高となるなど、農業生産条件が不利な地域において、地域の特性に即し
た農林業その他の事業の振興を図り、豊かで住み良い農山村の育成に資する。
　本法を活用し、農林業その他の事業の振興を図るための新規作物の導入による農業経営の改善や需要の開拓、新商品の開発その
他の地域特産物の生産及び販売等を通じて、雇用と所得の確保が図られることにより、当該地域を含む農村部における人口減の抑制
に結びつくことに寄与する。

　都道府県農山漁村電気導入計画に基づき、全国農山漁村電気導入計画を策定。農山漁村地域に電気を導入し、農林漁業の生産
力の増大と農山漁家の生活文化の向上の促進。
　本法を活用し、農山漁村に豊富に存在する資源を利用した小水力発電等を促進することにより、当該地域の振興が図られ、当該地
域の人口減の抑制に結びつくことに寄与する。

‐

　農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、農福連携を推進する取組、地域資源を
活用した所得の向上や雇用の増大に向けた取組、「農泊」を推進する取組、農山漁村における定住等を図るための取組等を総合的に
支援することにより、農村部における人口減の抑制に寄与する。

‐

10,060
の内数

政策手段の概要等

　多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、同事業を推進するための措置等を講じることによ
り、農業の有する多面的機能の発揮の促進に寄与する。
　加えて、農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の増加、及び地域の共同活動により広域的
に保全管理される農地面積の割合の増加、並びに中山間地域等の農用地面積の減少防止に寄与する。

　鳥獣による農林水産被害防止のための施策を総合的かつ効果的に推進する。
　被害防止計画を定めた市町村及び計画に基づき鳥獣被害対策実施隊を設置した市町村に対し、必要な支援措置を実施することに
より、鳥獣による農作物の被害の軽減に寄与する。

26,300

‐

　農村・農業の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域共同で行う多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の
質的向上を図る活動を支援する。
　本交付金は、都道府県及び市町村を通じて、農業者や地域住民等で構成する活動組織等に交付するものであり、農地・農業用水等
の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の増加及び地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の
割合の増加に寄与する。

　中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することにより、耕作放棄地の発生を防止し多面的機能を確保。
　本交付金は、中山間地域等において農業生産活動等を継続して行う農業者等に交付するものであり、中山間地域等の農用地面積
の減少防止に直接寄与する。

‐
　農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活環境施設、地域間交流の
ための施設の整備を促進し、農山漁村の活性化に資する。
　農山漁村の活性化に関する計画に基づく地域独自の新たな取組が進展することにより、農村部における人口減の抑制に寄与する。

関連する
指標

　特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基づく事業を実施することにより、特殊土壌地帯の保全と
農業生産力の向上を図る。
　特殊土壌地帯における災害防除の事業実施により、災害の発生頻度の低下、被害及び土砂流出量の軽減により同地帯の保全が図
られるほか、農地改良の事業実施により、栽培可能な作目範囲の拡大、収益性の高い多様な農業生産が可能になるなどの効果発揮
を通じて、当該地域の人口減の抑制に結びつくことに寄与する。

　山村振興基本方針、山村振興計画の作成及びこれに基づく事業の実施により山村における住民の福祉の向上、地域格差の是正等
に資する。
　本法を活用し、山村の産業基盤や生活環境の整備等により、雇用と所得の確保や生活改善等が図られ、当該地域の人口減の抑制
に結びつくことに寄与する。

‐

平成29年行政事業レ
ビュー

事業番号
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(13)
美しい農村再生支援事業
（平成26年度）
（主）

1,000
（98）

297
(193)

99
(96)

(2)-①-ア 0199

(14)
農山漁村地域整備交付金
（平成22年度）
（関連：29-7,8,12,15,17,22）

125,722
の内数

（125,436
の内数）

102,624
の内数

(102,481
の内数)

87,427
の内数
(87,348
の内数)

(2)-②-ア 0122

(15)
鳥獣被害防止総合対策交付金
（平成20年度）
（主、関連：29-12,17,22）

12,206
（10,559）

13,001
(10,899)

10,395
(10,269)

(3)-①-ア 0197

(16)
地域活性化雇用促進資金
（農工法関連）
（平成20年度）

《貸付枠》
5,000

（2,379）

《貸付枠》
5,000
(225)

《貸付枠》
5,000

(1,010)

(2)-①-ア
‐

(17)
振興山村・過疎地域経営改善資金
（昭和45年度）

《貸付枠》
1,000
（18）

《貸付枠》
1,000

(0)

《貸付枠》
300
(0)

(2)-①-ア
‐

(18)
農林漁業施設資金（農山漁村電気
導入）
（昭和25年度）

《貸付枠》
26,876
の内数

（0）

《貸付枠》
25,476
の内数

(0)

《貸付枠》
21,506
の内数

(0)

(2)-①-ア
‐

(19)
中山間地域活性化資金
（平成2年度）

《貸付枠》
5,460

（14,431）

《貸付枠》
5,460

(16,719)

《貸付枠》
5,460

(13,626)

(2)-①-ア
‐

(20)

農地保有の合理化等のために農地
等を譲渡した場合の譲渡所得の特
別控除
（特定農山村法関連）
（平成５年度）

＜0＞
(<0>)

＜0＞
(0)

＜0＞
(<0>)

(2)-①-ア
‐

(21)

特定地域（過疎地域、振興山村、半
島振興対策実施地域、離島振興対
策実施地域、奄美群島）における工
業用機械等の割増償却・特別償却

＜381＞
(<556>)

＜373＞
(<478>)

＜491＞ (2)-①-ア
‐

　発電水力が未開発のまま存在する農山漁村等における発電施設の整備等に必要な資金を融通。
　本資金を活用し、農山漁村に豊富に存在する資源を利用した小水力発電等を促進することにより、当該地域の振興が図られ、当該
地域の人口減の抑制に寄与する。

44

《貸付枠》
21,746
の内数

《貸付枠》
5,460

　中山間地域において、農林漁業を総合的に振興、地域の活性化を図るために必要な資金を融通。
　中山間地域において、本資金の融通による新商品の開発、需要の開拓等により、地域の農林畜水産物の加工の増進、流通の合理
化等が進展し、所得の安定確保や地域の活性化が図られ、当該地域の人口減の抑制に寄与する。

＜0＞

租税特別措置法第34条の３、第65条の５、第68条の76
　農用地等の所有権移転等による農林業上の利用の確保を図るため、所有権移転等促進計画に基づく農用地等の譲渡所得に係る課
税の特例制度。
　本特例により、農林業上の利用が確保されるような土地利用等が推進され、特定農山村地域の雇用と所得の確保を図ることにより、
当該地域の人口減の抑制に寄与する。

＜595＞

租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27
（振興山村）　※平成27年度より以下の制度に変更。平成26年度までは、下記※（過疎地域、振興山村）に記載の制度。
　産業振興施策促進区域のうち振興山村地域内において、地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の事業の用に供す
る一定規模以上の施設を取得した事業者に対して、5年間の割増償却を行う。
　（機械・装置等）普通償却限度額の24％の割増償却
　（建物等）普通償却限度額の36％の割増償却
※（過疎地域、振興山村）
　対象事業用の機械等を新設又は増設した場合に、取得価額の一定割合を特別償却。
　（機械・装置等）取得価額の10％の特別償却
　（建物等）取得価額の６％の特別償却
（半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域、奄美群島）※H25より以下の制度に変更（H24まで上記※（過疎地域、振興山村）
に記載の制度）
　市町村の長が策定する産業の振興に関する計画に係る地区として関係大臣が指定する地区において、機械等を取得等し、対象事
業の用に供した場合に、５年間の割増償却。
　（機械・装置）普通償却限度額の32％の割増償却
　（建物・附属設備、構築物）普通償却限度額の48％の割増償却
　本特例により、民間事業者等の特定地域への進出や設備投資を促し、雇用と所得の確保を図ることにより、当該地域の人口減の抑
制に寄与する。

《貸付枠》
5,000

《貸付枠》
300

　振興山村又は過疎地域において、農林漁業の振興等を図ることにより、所得の安定確保や地域の活性化を実現できるよう、必要な資
金を融通。
　本資金の融通による農林漁業関係施設等の改良・造成・取得等により、経営改善が進展し、農林漁業の振興、所得の安定確保や地
域の活性化が図られ、当該地域の人口減の抑制に寄与する。

　農村の有する景観や歴史・伝統等に着目し、地域住民を巻き込みながら、農村の総合的な価値を向上・継承するための取組を支
援。
　本交付金は、農村の棚田や疏水等の有する美しい景観や歴史・伝統等の総合的な価値を農村の付加価値として新たに蘇らせ、農
業・農村の活性化を図り、継続して活動計画を実践することでその地域を維持していくものであり、農村部の人口減の抑制に寄与す
る。

　農村地域工業等導入地区における施設整備等に必要な資金の融通。
　本資金は、農村地域への工業等の導入が促進し、導入工業等への雇用を創出すること等により、農村部における人口減の抑制に寄
与する。

9,500
  市町村が作成する被害防止計画に基づいて行う地域ぐるみの被害防止活動や侵入防止柵の整備等の鳥獣被害対策を支援。
　また、県域を越える複数の市町村が連携して行う広域的な鳥獣被害対策及び人材育成を支援。
　被害防止計画を策定し、効果的な被害防止対策を行う市町村数を増やすことにより、鳥獣による農作物の被害の軽減に寄与する。

83,226
の内数

　 自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付
金により支援。
　本交付金の支援内容の一つである農業集落排水事業において、農業集落排水施設の計画的・効率的な維持管理に資する取組を
実施することにより、農業集落排水施設の維持管理費の削減目標を策定した再編計画の策定市町村数の向上に寄与する。
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78,269
<123,295>

74,776
<106,605>

74,453
<120,866>

74,119
<106,075>

参考：移替え予算に係る政策手段一覧

26年度
[百万円]

27年度
[百万円]

28年度
[百万円]

(1)

【参考：国土交通省より】
離島振興事業のうち農山漁村地域
整備交付金
（平成22年度）
（関連：29-7,8,12,15,17,22）

6,474
の内数
（6,441

の内数）

6,598
の内数
（6,561

の内数）

5,290
の内数
(5,270

の内数)

(2)-②-ア 国-0409

(2)

【参考：国土交通省より】
奄美群島振興開発事業のうち農山
漁村地域整備交付金
（平成22年度）
（関連：29-7,8,12,15,17,22）

1,804
の内数
（1,804

の内数）

1,836
の内数
（1,836

の内数）

1,784
の内数
(1,784

の内数)

(2)-②-ア 国-0410

(3)

【参考：国土交通省より】
北海道開発事業のうち農山漁村地
域整備交付金
（平成22年度）
（関連：29-7,8,12,15,17,22）

15,863
の内数

（15,764
の内数）

13,350
の内数

（13,328
の内数）

11,826
の内数
(11,820
の内数)

(2)-②-ア 国-0413

(4)
【参考：内閣府より】
地方創生推進交付金
（平成28年度）

‐ ‐

6,872
の内数
(6,843

の内数)

(2)-①-ア 内-0030

政策の予算額[百万円]
74,721

<102,786>

政策の執行額[百万円]

予算額計（執行額） 29年度
当初予算額

[百万円]

（注３）複数政策に関連する予算については、＜＞外書きで記載している。

（注４）「政策の執行額」欄について、政策評価の対象とはしていないが特定の政策に位置付けられるものについても計上している。

関連する
指標

政策手段の概要等
平成29年行政事業レ

ビュー
事業番号

（注１）「予算額計」欄及び「29年度当初予算額」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

11,739
の内数

　 自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付
金により支援。
　本交付金の支援内容の一つである農業集落排水事業において、農業集落排水施設の計画的・効率的な維持管理に資する取組を
実施することにより、農業集落排水施設の維持管理費の削減目標を策定した再編計画の策定市町村数の向上に寄与する。

5,099
の内数

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。
　　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。

政策手段
（開始年度）

　 自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付
金により支援。
　本交付金の支援内容の一つである農業集落排水事業において、農業集落排水施設の計画的・効率的な維持管理に資する取組を
実施することにより、農業集落排水施設の維持管理費の削減目標を策定した再編計画の策定市町村数の向上に寄与する。

1,586
の内数

　 自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進を交付
金により支援。
　本交付金の支援内容の一つである農業集落排水事業において、農業集落排水施設の計画的・効率的な維持管理に資する取組を
実施することにより、農業集落排水施設の維持管理費の削減目標を策定した再編計画の策定市町村数の向上に寄与する。

8,156
の内数

　地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他地域の活力の再生
（地域再生）を交付金により支援。
　本交付金の支援内容の一つである広域農道整備により、地域における交通の円滑化及び産業の振興を図るとともに、農業集落排水
事業により、地域における生活環境の整備を図ることで、農村の活性化、農村部における人口減の抑制に寄与する。
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　 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を推進するための「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律（平成19年第134号）」の第９条にお
いて、市町村が対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画（同法第４条）に基づく被害防止施策を適切に実施するために設置することができるとされているもの。
　鳥獣被害対策実施隊は、市町村長の任命又は指名による鳥獣被害対策実施隊員で構成。

２．用語解説

注１ 土地改良長期計画

注２ 社会資本整備重点計画

注4

多面的機能の発揮
　「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年第78号）」において、「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文
化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能と定義されている。このため、「多面的機能の発揮」とは、これらの機
能を発揮すること。

　 農村地域における資源循環の促進を図りつつ、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するた
め、農業集落におけるし尿等を処理する施設若しくはそれらの循環利用を目的とした施設。

目標① 指標（ア）

施策（１）

総務省より公表される「住民基本台帳に基づく人口動態」を基に農村部の人口数の実績値を把握。

指標（ア）

把握の方法
① 毎年度の中山間地域等直接支払制度の実施状況調査により、本制度の取組面積を把握。
② 農林業ｾﾝｻｽから本制度の対象農用地と類似の条件不利性を有する地域の経営耕地面積減少率（5年間）を把握。
①に②を乗じて中山間地域等の農用地面積の減少防止面積を算出。

達成度合の判定方法

目標②

参考資料

１．各指標における実績値の把握方法及び達成度合の判定方法

達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

指標（ア）（イ）

把握の方法 多面的機能支払交付金制度の実績報告等により把握。

達成度合の判定方法
達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

目標①

注3

都道府県を通じた聞き取り調査により把握。

達成度合の判定方法
達成度合＝（当該年度実績値－基準値）／（当該年度目標値－基準値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

達成度合の判定方法
達成度合＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

　 土地改良法の規定により、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で計画案を作成し閣議決定。計画期間は、５年を一期として、土地
改良事業の実施の目標及び事業量を決定。

　 社会資本整備重点計画法の規定により、社会資本整備事業を重点的かつ効率的に推進するため、閣議決定により策定。５年を一期として、計画期間における社会資本整備事業の実施に
関する重点目標等を決定。

達成度合＝｛（当該年度実績値－当該年度基準値）／（当該年度目標値－当該年度基準値）｝×１００
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

目標② 指標（ア）

把握の方法 農業集落排水施設を有する市町村を対象とした聞き取り調査により把握。

達成度合の判定方法

施策（２）

農業集落排水施設

注5 鳥獣被害対策実施隊

施策（３） 目標① 指標（ア）

把握の方法

把握の方法
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